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公共工事の発注における入札金額の内訳について

令和8年6月
鈴鹿市 技術監理契約課
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令和7年12月施行の「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」
第12条及び第13条に対する、鈴鹿市発注工事の対応は以下のとおりとします。

【対象案件】
鈴鹿市及び鈴鹿市上下水道局が公告・指名通知を行う予定価格200万円以上の競争入札に付する
建設工事

※建設工事：建設業法（昭和 24 年法律第 100号）第2条第1項に規定するもの。

令和8年8月1日以降公告の案件から適用①労務費等を明示した内訳書の提出
未定②労務費ダンピング調査の実施
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① 労務費等が明示された内訳書の提出 令和8年8月1日から

【入札時】
入札参加者は、労務費等を記載した『工事費内訳書』の

提出が必要となります。

【契約後】
受注者は、労務費等を記載した『請負代金内訳書』の

提出が必要となります。

「労務費等」とは、以下の金額をいいます。
a. 直接工事費のうち、労務費
b. 直接工事費のうち、材料費
c. 現場管理費のうち、法定福利費の事業主負担額

※建築工事は「工事原価のうち、現場労働者に係る法定福利費の事業
主負担額」となります。

d. 現場管理費のうち、建退共の掛金
e. 工事原価のうち、安全衛生経費

        工事費内訳書(入札時提出用)

工事名
会社名

代表者名

規格 単位 単価 金額
L1

式

L2
式

L3
式

L1
式

L1
式

L2
式

L1
式

L2
式

L1
式

L2
式

L1
式

L1
式

L1
式

（直接工事費のうち、労務費 円）
（直接工事費のうち、材料費 円）
（現場管理費のうち、法定福利費の事業主負担額 円）
（現場管理費のうち、建設業退職金共済制度の掛金 円）
（工事原価のうち、安全衛生経費 円）

消費税相当額

        1
工事費計

        1

　一般管理費等

        1
工事価格

        1

　現場管理費

        1
工事原価

        1

　共通仮設費（率計上）

        1

共通仮設費（率計上）

純工事費

        1

直接工事費

        1
共通仮設

        1

共通仮設費（合計）

　土工

        1
　　掘削工

        1

工事区分・工種・種別・細別 数量 摘要
道路改良工事

        1
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a.労務費
直接工事費に含まれる労務費を記載してください。
労務費＝必須項目＋任意項目
※必須項目は必ず記載してください。
※任意項目は可能な限り記載してください。

b.材料費
直接工事費に含まれる材料費を記載してください。
材料費＝必須項目＋任意項目
※必須項目は必ず記載してください。
※任意項目は可能な限り記載してください。

表１ 工事費内訳書へ記載する内容（労務費） R8.1時点 表2 工事費内訳書へ記載する内容（材料費） R8.1時点
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c.法定福利費
現場管理費に含まれる法定福利費の事業主負担額（建築工事にお
いては工事原価に含まれる現場労働者の法定福利費の事業主負担
額）を記載してください。

算出方法は以下のいずれかとしてください。
1.労務費を算出し、法定福利費を求める場合
労務費総額 × 法定保険料率

2.労務費の算出が困難な場合（目安）
工事価格×４％程度（工事価格当たりの平均的な法定福利費の割
合）

3.下請企業から提出された見積書を活用するケース
下請 A 法定福利費＋下請 B 法定福利費＋・・・
法定福利費を合算し算出

【参考】
鈴鹿市ウェブサイト：法定福利費を明示した請負代金内訳書の提出
https://www.city.suzuka.lg.jp/sangyo/nyusatsu/1012167/1003649/1003650/1003666.
html

d.建退共掛金
現場管理費に含まれる建設業退職金共済制度の掛金を記載して
ください。
算出方法は労働者の就労予定延べ人数の把握に努め、
１による算出を基本とし、これにより難い場合は２により算出してください。

1.対象労働者数と当該労働者の就労日数を的確に把握している場合
就労予定延べ人数×共済証紙（退職金ポイント）販売価格

2.対象労働者数と当該労働者の就労日数の把握が困難な場合
総工事費×購入率(1.1/1000～4.8/1000)×(労働者の加入率÷70%)

3.その他
受注者の判断により、従来の算出方法である「請負代金額×1.7/1000」
を購入金額の根拠として使用することは可能です。

【参考】
建退共ウェブサイト：共済証紙・退職金ポイントを購入するとき
https://www2.kentaikyo.taisyokukin.go.jp/tetsuzuki/tetsuzuki02.html

鈴鹿市ウェブサイト：建設業退職金共済制度にかかる事務手続き
https://www.city.suzuka.lg.jp/sangyo/nyusatsu/1012167/1003610/1003644.html

【共済証紙の購入について】
共済証紙（退職金ポイント）は必要な分だけ購入してください。
工事費が増えても、必要な日数分購入している場合、共済証紙の追加
購入は不要です。
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e.安全衛生経費
工事原価に含まれる安全衛生経費を記載してください。
安全衛生経費＝
A 直接工事費に含まれる施工に直接必要な安全衛生経費
＋Ｂ 間接工事費に含まれる安全衛生経費

※直接工事費に含まれる安全衛生経費は必ず記載してください
※間接工事費に含まれる安全衛生経費は可能な限り記載してください。
ただし、これにより難い場合は、各団体の算出例を参考に記載してください。
【参考】B 間接工事費に含まれる安全衛生経費の算出例
国土交通省HP「建設工事における安全衛生経費の適切な支払いに向けて」において各団体の
算出例が公開されています。
下表のとおり、安全衛生経費率は労務費の8.9～12.0％となっています。

表3 各団体の算出例における安全衛生経費率

表４ 「安全衛生経費」の考え方（土木工事の場合）

＜参考＞
工事価格に
対する割合
（目安）

労務費に対する
割合

約4％約16％法定福利費

約3％約9～12％安全衛生経費
（率計上分）
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金額を記載する際の注意事項
内訳書には金額の内訳として、
a.労務費 b.材料費 c.法定福利費の事業主負担額 d.建設業退職金共済制度の掛金 e.安全衛生経費の全ての項目を適切に計上し、
記載をお願いします。
ただし、当面の間、について、a.労務費 b.材料費 d.建設業退職金共済制度の掛金 e.安全衛生経費が次の１）、２）の場合は、
以下のとおり記載してください。
※c.法定福利費の事業主負担額は従前より見積の明示を求めていることから、以下取扱いの対象となりません。

１）すべてを計上できない場合、「算出不能」、「計上不可」等、その旨がわかるように記載してください。
２）一部のみ計上できない場合、計上可能な分のみ記載し、「一部のみ計上」等、その旨がわかるように記載してください。

上記の取扱いが認められるのは、市場単価方式や標準単価方式等を活用している場合等により算出が困難な場合に限ります。

内訳書の記載イメージ ※土木工事の場合

★入札時に記載した労務費等を契約時に見直す場合、契約後に提出する請負代金内訳書には見直し後の金額を記載してください。

（直接工事費のうち、労務費 28,000,000 円） 一部のみ計上
（直接工事費のうち、材料費 29,000,000 円） 一部のみ計上
（現場管理費のうち、法定福利費の事業主負担額 4,500,000 円）

（現場管理費のうち、建設業退職金共済制度の掛金 300,000 円）

（工事原価のうち、安全衛生経費 4,000,000 円）

b
c
d
e

a
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② 労務費ダンピング調査の実施 実施時期未定

• 調査方法の詳細は、決定後に改めて案内します。

• 労務費ダンピング調査の実施日以降、入札時に提出
する工事費内訳書の記載が抜けている場合又は様式
間違い等により記載事項の欄がない場合は、無効の
入札として取り扱いますので、ご注意ください。

：労務費ダンピングの確認プロセス

一定水準以上

契約

算出できない

合理的な理由が確認できるか

確認できる 確認できない

一定水準未満

工事費内訳書の労務費が積算の労務費以上か

算出できる

理由書の提出

工事費内訳書の直接工事費が一定水準以上か

改善要請・報告

通報

調査完了

積算の労務費を正確に算出できるか

落札候補者の決定

工事費内訳書の確認・審査
①内訳書を提出している、内訳書に記載の金額が入札額と一致している等
②労務費、材料費、法定福利費、建退共掛金、安全衛生経費が全て記載されている

①、②を満たす ①、②を満たさない

落札決定 失格・無効

労務費ダンピング調査対応フロー（案）

公 告

入 札

開 札


